「障害者雇用に向けた人材紹介とコンサルティング」事業の趣意書
平成22年6月に障害者雇用促進法の一部改正が施行され、事業規模201人の事業所についても、障害者法定雇用率1.8％の達成が義務化されました。目標の雇用率を達成できない事業所は、中小企業の場合、未達成１名あたり年間48万円もの納付金を支払わなくてはならず、平成27年には事業規模が101人以上まで引き下げられる予定です。

このような法整備や障害者の就労意欲の高まり、企業の社会的責任（ＣＳＲ）への関心の高まり等を背景として、企業の障害者雇用に対する意識の変化も進み、障害者雇用は着実に進展しています。

厚生労働省による平成23年6月調査結果による広島県の障害者雇用率は、民間企業全体は1.77％ですが、大手企業による身体障害者を中心とした雇用が大半で、中小企業の特に100人から299人規模では1.50％、56人から99人規模では1.26％と低い水準となっています。
　この原因としては、助成金制度や公的機関からのジョブコーチの無料派遣等の雇用定着化施策は整備されてはいるものの、制度の存在自体が社会に浸透していないこと、企業側が制度の活用方法や障害者との接し方、仕事の教え方などがわからないといった問題点が多数挙げられています。

また、公的支援サービスは支援者の人数等も限られるため、各企業の事業内容等に応じたキメ細かいコンサルティングや個別のご要望までは応え切れないのではないかと思われます。


　少子高齢化が進行し労働人口の減少していく社会では、障害者雇用が社会貢献や単なる人助けといった狭小な意味ではなく、企業の必要な労働力として確保するため、労働力化できる障害者が１人でも多く社会で活躍することができるため、公的支援サービスを少しでも補完する民間による仕組み作りが必要であると思われます。

　弊社は職員の中に障害手帳をお持ちの方がおられた関係で、元々2.9％程度の障害者雇用率を達成しておりました。

平成21年10月からは弊社の経営理念の一つである「雇用の創出」という観点から本格的に障害者雇用に取り組んだことにより、障害者雇用率を4.52％(平成23年9月実績)まで押し上げることが出来ました。この12月には広島県より「あいサポート企業」認定もいただいております。

　弊社ではこの2年間の取り組みを通じて、障害者の方々への配慮とサポートが非常に重要であること、仕事に対する工夫や同僚スタッフとのコミュニケーションの架け橋の必要性など障害者の方々が働き易い環境づくりが大切であること、更には、障害者の方々は様々な特性をお持ちですが、仕事の割り当てなど工夫次第で十分に労働力を発揮されたり、職場に新鮮な風を吹き込んでいだだけるなど、秘められた可能性があること等々を知りました。

　

今後は、この事業を通じて、障害者の方々の就労を実現するとともに、企業のお悩みやご要望にもお応えしながら、民間の立場から微力ではありますが、社会に必要な労働力を供給する新しい仕組みの実現に向けて、皆さまと一緒に一生懸命取り組みます。
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＜セミナー内容＞

演題　：「ＨａｎｄＳジョブマッチ～障害者雇用へ向けた人材紹介とコンサルティング～」

講演者：株式会社第一ビルサービス　ＨａｎｄＳ事業部　八房充康

はじめに

当社概要の説明

　　１．障害者雇用に向けた事業主のお悩みは
　　

２．ＨａｎｄＳジョブマッチのご提案

　　　＜４つのポイント＞
 　　　 ①障害者雇用にご一緒に取り組みます　　

～障害者をよく知り、見えない“壁”を取り除きましょう～
  　　　②障害者雇用へ企業様の導入負担を軽減します
 　　 　　～きめ細やかな、サポートとコンサルティングで安心です～

③必要となる業務ができる障害者を紹介します
  　　　　～障害者雇用支援ネットワークと連携したHandS人材バンク

HandSジョブコーチによる親身な支援～

④正規雇用ならびに定着化をサポートします
　　　　　～手厚いフォローによる安心サービスで雇用率を確保します～

３．HandSジョブマッチのスキーム
　　

４．HandSジョブマッチの契約別対応概要
　　

５．HandSジョブマッチの導入費用
　　　　特定求職者雇用開発助成金
　　

６．HandSジョブマッチの導入スケジュール

お任せ


ください！





株式会社 第一ビルサービス
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